
事 務 連 絡

平成20年10月１日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局

都道府県民生主管部（局）

国 民 健 康 保 険 主 管 課 （ 部 ） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その４）

診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 等については 診「 」（ ） 、「

療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について （平成20年３月」

５日保医発第0305001号）等により、平成20年４月１日より実施しているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめ

たので、参考までに送付いたします。
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【歯科矯正】 

 

（答）差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。 

 

 

 

（問５）区分番号 N002 に掲げる「歯科矯正管理料」の注 3に「同一の患者に

つき 1 月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を 2 回以上行った場合

においては、歯科矯正管理料は 1 回とし、第 1 回の管理を行った時に算

定する。」とあるが、この「1 月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定

した月と同一月内と解釈して差し支えないか。 


